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地球温暖化対策に関する住宅整備支援制度の周知について 

 

１ 趣 旨 

  「大船渡市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」(令和４年３月策定)においては、本市の

対策推進に係る目標や施策を定め、それらに基づき、市民、事業者、市が一体となって地球温

暖化の防止と影響の緩和を図るとしています。 

  計画期間は、2022(令和４)年度から国の地球温暖化対策計画の中期目標年度である 2030(令

和 12)年度までの９年間であり、中期目標として 2030 年度に「温室効果ガス排出量の 2013 年

度比 46%削減」、長期目標として 2050年度に「排出量の実質ゼロ」を設定しています。 

  基本目標としては、「省エネルギー対策の推進」、「再生可能エネルギーの利用促進」及び「多

様な手法による地球温暖化対策の推進」を掲げており、その具現化に向けて、各般の取組を進

めています。 

こうした中、「脱炭素」と「住宅整備」をキーワードに、関係部署において、相互に関連する

国・県・市の支援制度を整理し、広く周知することにより、市民、事業者等の取組・活動を促す

こととしました。 

  支援制度の活用による省エネルギー等に対応した住宅の普及により、二酸化炭素排出量の削

減等による地球温暖化防止効果や、住宅施設・設備の整備促進による経済波及効果の発現を期

待するものです。 

 

※ この取組は、同計画による 

    基本目標１ 「省エネルギー対策の推進」 

            

    基本施策  「建物・設備等の省エネルギー化の推進」 

 

    基本事業  「環境配慮型建築物の普及促進」 の一環です。 

 

２ 周知情報 

２ページ以降のとおり 

 

３ 周知方法 

  市のホームページやＳＮＳ等を活用して周知するとともに、関係団体等を通じて、関連事業

者への情報提供等も実施します。 
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